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資料番号 24－1  〔秋田地方気象台〕 

 

秋田焼山の噴火警戒レベル 

 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

（
キ
ー
ワ
ー
ド
） 

火山活動の状況 

住民等の行動及び

登山者・入山者等へ

の対応 

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生、あるいは切

迫している状態にある。 

危険な居住地域か

らの避難等が必要。 

火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が居

住地域まで到達、あるいは切迫している。 

 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

（数千年に一回程度の発生規模） 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想

される（可能性が高まってい

る）。 

警戒が必要な居住

地域での高齢者等

の要配慮者及び特

定地域の避難、住民

の避難の準備等が

必要。 

 

火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が居

住地域まで到達するような噴火の発生が

予想される。 

 

【過去事例】 

 有史以降の事例なし 

（数千年に一回程度の発生規模） 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に入

った場合には生命に危険が

及ぶ）噴火が発生、あるいは

発生すると予想される。 

住民は通常の生活。 

火口から居住地域

近くまでの範囲へ

の立入規制等。 

状況に応じて特定

地域の避難等が必

要。 

想定火口域から概ね４km以内に大きな噴

石の飛散や火砕流・火砕サージ、融雪型火

山泥流が想定火口域から居住地域の近く

まで流下するような噴火の発生またはそ

の可能性。 

 

【過去事例】 

 西暦615年頃の噴火 

 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす（こ

の範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると予想

される。 

住民は通常の生活。 

火口周辺への立入

規制等。 

状況に応じて特定

地域の避難等が必

要。  

想定火口域から概ね１km 以内に大きな噴

石の飛散や火砕流・火砕サージが流下する

ような噴火の発生またはその可能性。 

 

【過去の噴火事例】 

1997 年 8 月の噴火 

1951 年、1949 年、1678 年の噴火 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、火

口内で火山灰の噴出等が見

られる（この範囲に入った場

合には生命に危険が及ぶ）。 

状況に応じて火口

内への立入規制等

が必要。 

 

状況により想定火口域内に影響する程度

の噴出の可能性。 
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※ 特定地域とは、居住地域よりも秋田焼山の想定火口域に近いところに位置する温泉等の集客施設が含まれる地域を指

す。居住地域より早期に避難等の対応が必要になる場合がある。 

※ 融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

※ 西暦 615 年頃の噴火は、「秋田焼山火山噴火緊急減災対策砂防計画」の調査では西暦 500 年頃と推定された。 
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資料番号 24－2  〔秋田地方気象台〕 

 

秋田駒ヶ岳の噴火警戒レベル 

 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 

住民等の行動及び 

登山者・入山者等 

への対応  

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生、あるいは切迫し

ている状態にある。 

危険な居住地域から

の避難等が必要。 

火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が居

住地域まで到達、あるいは切迫している。 

 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想され

る（可能性が高まっている）。 

警戒が必要な居住地

域での高齢者等の要

配慮者及び特定地域

の避難、住民の避難の

準備等が必要。 

危険な地域への立入

規制等。 

 

火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が居

住地域まで到達するような噴火の発生が予

想される。 

 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで重大な影

響を及ぼす（この範囲に入った

場合には生命に危険が及ぶ）噴

火が発生、あるいは発生すると

予想される。 

住民は通常の生活。 

危険な地域への立入

規制等。 

状況に応じて、特定地

域の避難等、高齢者等

の要配慮者の避難準

備が必要。 

 

想定火口域から概ね２km 以内に大きな噴石

の飛散するような噴火の発生、またはその

可能性。 

想定火口域から居住地域近くまで火砕流・火

砕サージ、融雪型火山泥流が流下するよう

な噴火の発生、またはその可能性。 

 

【過去事例】 

1970 年女岳からの噴火 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす（この

範囲に入った場合には生命に

危険が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想される。 

住民は通常の生活。 

火口周辺への立入規

制等。 

状況に応じて特定地

域の避難等が必要。 

 

想定火口域から概ね１km 以内に大きな噴石

の飛散するような噴火の発生またはその可

能性。 

 

【過去事例】 

1932 年南部カルデラ内（石ポラ）での

水蒸気爆発 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、火口

内で火山灰の噴出等が見られ

る（この範囲に入った場合には

生命に危険が及ぶ）。 

状況に応じて火口内

への立入規制等。 

状況に応じて特定地

域の避難準備等が必

要。 

火山活動は静穏 

状況により想定火口域内に影響する程度 

の噴出の可能性あり。 

 

 

※大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流で、避難道路などが通行不能となる恐れがある区域でも、避難等の対応が必要。 

※特定地域とは、居住地域よりも秋田駒ヶ岳の想定火口域に近いところに位置する施設が含まれる地域を指す。居住地域

より早期に避難等の対応が必要になることがある。 

※想定火口域とは、北部カルデラと南部カルデラを合わせた範囲を示す。 
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資料番号 24－3  〔秋田地方気象台〕 

 

鳥海山の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

住民等の行動及び登

山者・入山者等への対

応 

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発

生、あるいは切迫して

いる状態にある。 

危険な居住地域から

の避難等。 

噴火により火砕流・火砕サージ、火口噴出型

泥流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及

ぼす、または切迫している。 

 

【過去事例】 

1800～04 年の噴火：新山形成、火砕物降下、

噴石、泥流、死者 8 名 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発

生すると予想される

（可能性が高まって

いる）。 

警戒が必要な居住地

域での高齢者等の要

配慮者及び特定地域

の避難、住民の避難の

準備等が必要。 

噴火により火砕流・火砕サージ、火口噴出型

泥流、融雪型火山泥流が居住地域に影響を及

ぼすことが予想される。 

 

【過去事例】 

 該当事例なし 

 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くまで

重大な影響を及ぼす

（この範囲に入った

場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生、

あるいは発生すると

予想される。 

火口から居住地域近

くまでの範囲への立

入規制等。 

 

状況に応じて高齢者

等の要配慮者の避難

の準備、特定地域の避

難等が必要。 

 

住民は通常の生活。 

 

噴火により大きな噴石が火口から概ね４km

の範囲内、火砕流・火砕サージが居住地域の

近くまで影響を及ぼす、または予想される。 

 

【過去事例】 

 1740～47年の噴火：噴煙多量、硫黄化合物

が川に流入し、水田・

川魚に被害 

 1974年の噴火：火砕物降下、泥流 

 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を及

ぼす（この範囲に入っ

た場合には生命に危

険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生する

と予想される。 

火口周辺への立入規

制等。 

 

状況に応じて特定地

域の避難の準備等が

必要。 

 

住民は通常の生活。 

 

噴火により大きな噴石が火口から概ね

1.5km の範囲内に影響を及ぼす、または予想

される。 

 

【過去事例】 

該当事例なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る

こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状況によ

って、火口内で火山灰

の噴出等が見られる

（この範囲に入った

場合には生命に危険

が及ぶ）。 

状況に応じて火口内

への立入規制等。 

 

火口内で噴気や火山ガス等が発生。 

※火口とは、鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画の想定火口域をいう。 

状況に応じて新山周辺に火口域が限定される場合がある。 

※火口噴出型泥流とは、噴火に伴い火山内部の熱水が噴出し、泥流となって流れ下る現象をさす。 

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

※特定地域とは、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要な地域をさす。 

※各レベルの警戒が必要な範囲内で上位レベルに記載されている火山現象が発生する場合がある。 
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資料番号 24－4  〔秋田地方気象台〕 

 

栗駒山の噴火警戒レベル 

 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

住民等の行動及び登山

者・入山者等への対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５ 

（
避
難
） 

居住地域に重大な

被害を及ぼす噴火

が発生、あるいは切

迫している状態に

ある。 

危険な居住地域からの

避難等が必要。 

融雪型火山泥流が居住地域まで到達、ある

いは切迫している。 

 

【過去事例】 

有史以降事例なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な

被害を及ぼす噴火

が発生すると予想

される（可能性が高

まっている）。 

警戒が必要な居住地域

での高齢者等の要配慮

者の避難、住民の避難の

準備等が必要。 

 

 

融雪型火山泥流が居住地域まで到達する

ような噴火の発生が予想される。 

 

【過去事例】 

 有史以降事例なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３ 
 
(

入
山
規
制) 

居住地域の近くま

で重大な影響を及

ぼす（この範囲に入

った場合には生命

に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発

生すると予想され

る。 

火口から居住地域近く

までの範囲への立入規

制等。 

 

状況に応じて高齢者等

の要配慮者の避難の準

備、特定地域の避難等が

必要。 

 

住民は通常の生活。 

火口から概ね４km以内に大きな噴石の飛

散する噴火の発生またはその可能性。 

火口から居住地域近くまで火砕流・火砕サ

ージ・融雪型火山泥流が到達、またはその

可能性。 

 

【過去事例】 

 有史以降事例なし 

 

火
口
周
辺 

２ 

（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を

及ぼす（この範囲に

入った場合には生

命に危険が及ぶ）噴

火が発生、あるいは

発生すると予想さ

れる。 

火口周辺への立入規制

等。 

 

住民は通常の生活。 

火口から概ね 800m 以内に大きな噴石の飛

散、火口周辺に火砕流・火砕サージが流下

するような噴火の発生またはその可能性。 

 

【過去事例】 

1744 年の噴火、1944 年の噴火 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１ 

（
活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態に

よって、火口内で火

山灰の噴出等が見

られる（この範囲に

入った場合には生

命に危険が及ぶ）。 

状況に応じて火口内へ

の立入規制等。 

 

状況により火口内に影響する程度の噴出

の可能性。 

※特定地域とは、居住地域よりも栗駒山の想定火口に近いところに位置する温泉等の施設が含まれる地域を指す。居住地域より

早期に避難等の対応が必要になる場合がある。（須川温泉周辺地域、イワカガミ平） 

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

※レベル３以上の火砕流・火砕サージの影響範囲は、到達範囲の推移など火山活動の状況をみながら判断する。 
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資料番号 24－5  〔秋田地方気象台〕 

 

十和田の噴火警戒レベル 

 

種
別 

名
称 

対
象
範

囲 

レ
ベ
ル 

（
キ
ー

ワ
ー
ド
） 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登
山者・入山者等への

対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生、あるいは切迫して
いる状態にある。 

危険な居住地域から
の避難等が必要。 

 

【５－３】 
火砕流・火砕サージが火口から概ね 30km の範囲
の居住地域に被害を及ぼす噴火が発生、あるい
は切迫。積雪期には融雪型火山泥流が海岸部ま
での河川流域の居住地域に到達、あるいは切迫。 
【過去事例】 
約 6200 年前の噴火（中掫軽石噴火）、 
915年のクライマックスの噴火（毛馬内火砕流） 

【５－２】 
火砕流・火砕サージが火口から概ね 20km（最大
23km）の範囲の居住地域に被害を及ぼす噴火が
発生、あるいは切迫。 
【過去事例】 
915年の一回当たりの噴火（中規模噴火） 

【５－１】 
大きな噴石が火口から４km 程度まで飛散するな
ど居住地域に被害を及ぼす噴火が発生、あるい
は切迫。 
【過去事例】 
なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重大な被
害を及ぼす噴火が発
生すると予想される
（可能性が高まって
いる）。 

警戒が必要な居住地
域での高齢者等の要
配慮者の避難及び住
民の避難の準備等が
必要。 
想定火口範囲内の居
住地域での避難等が
必要。 
 

【４－２】 
火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流が火口か
ら概ね４kmの範囲を超えた居住地域に到達する
噴火の可能性。 

 【過去事例】 
なし 

【４－１】 
大きな噴石が火口から４km程度まで飛散するな
ど居住地域に影響を及ぼす噴火の可能性。 
【過去事例】 
なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域 

              

近
く
ま
で 

３ 

（
入
山
規
制
） 

 

居住地域の近くまで
重大な影響を及ぼす
（この範囲に入った
場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発生、
あるいは発生すると
予想される。 

危険な地域への立入
規制等。 
住民は今後の火山活
動の推移に注意。 
 
 【レベル２、３の発表について】 

火山活動が高まっていく段階では使用せず、火
山活動が沈静化し、レベル４、５から下げる段
階で、火山活動の状況に応じて発表する場合が
ある。 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

 

火口周辺に影響を及
ぼす（この範囲に入っ
た場合には生命に危
険が及ぶ）噴火が発
生、あるいは発生する
と予想される。 

火口周辺への立入規
制等。 
住民は今後の火山活
動の推移に注意。 
 

予
報 

噴
火
予
報 

火 
口 
内 
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る 

 
 

こ
と
に
留
意
） 

火山活動に高まりが
みられる。今後の活動
の推移によってはレ
ベルを引き上げる可
能性がある。 

状況に応じて、想定
火口範囲内の居住地
域での高齢者等の要
配慮者の避難等が必
要。 

浅部を震源とする火山性地震の増加、火山性微
動の発生、浅部の膨張を示す地殻変動等。 

【過去事例】 
 なし 

火山活動は静穏。 住民は通常の生活。 
火山活動は静穏。 

 

レ
ベ
ル
２
及
び
レ
ベ
ル
３
は
火
山
活
動
が
高
ま
っ
て
い
く
段
階
で
は
使
用
し
ま
せ
ん 
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※火山活動に高まりがみられ、今後の活動の推移によってはレベルを引き上げる可能性がある、または判断に迷う場合に

は、火山の状況に関する解説情報（臨時）を発表する。 

※想定火口範囲内の居住地域は、他の居住地域より早期に避難等の対応が必要 

※火口とは、火山ハザードマップの想定する噴火場所のことをいう。 

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


